各事業者　様
三好労働基準協会
自由研削といしの取替え又は取り替え時の試運転の
業務に係る特別教育のご案内
　
労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条において、事業者は、「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」に就く者に対して、所定の特別教育を実施しなければならないことが定められています。
　事業者は、自由研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています
　当協会では、事業者の皆様方に代わり自由研削といしの特別教育(実技含む)を下記により実施しますので、該当者の受講についてご配慮下さいますようご案内申し上げます。
記

１．日　　時　　令和８年２月２５日（水）　９：００～１６：１０
２．場　　所　　三野体育館　2階会議室（三好市三野町芝生1293-30）
　　　　　　　　　　　
３．講習科目　　①自由研削用研削盤、自由研削用といし、取り付け具等に関する知識　2時間
　　　　　　　　②自由研削用といしの取り付け方法及び試運転の方法に関する知識　　1時間

　　　　　　　　③関係法令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1時間
　　　　　　　　④実技教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2時間
４．受講料　　　会　員　１名　１１,７７０円（テキスト代1320円（税込み）、消費税を含む）
　　　　　　　　会員外　1名　１５,０７０円（テキスト代1320円（税込み）、消費税を含む）

５．受講申込方法

申込書に必要事項を記入の上、申し込んで下さい。

FAX、郵送、持ち込みにて申込書を送付してください。受講料は銀行振込または
現金にてお支払いください。銀行振込の場合は下記へお願いします。
    阿波銀行  池田支店  普通　０８０４８５０
　　四国銀行　池田支店　普通　５１３５０９４
徳島大正銀行　池田支店　普通　８５７２５０４
　　名義：三好労働基準協会　会長真鍋和三郎
手数料は貴社負担でお願いいたします。
　　インボイス対応領収書を希望の場合はお申し出ください。

 
　　
申込先  〒778-0002  　三好市池田町マチ2425-1  三好労働基準協会

                         　　　　　　　　TEL 0883-72-1857  FAX  0883-72-5204

６．受講定員      ２０名　（受講者が５名に満たない場合は中止する場合があります。）
７．修了証交付　　講習の全課程を修了した方に修了証を交付します。
自由研削といしの取替え又は取り替え時の試運転の業務に係る
特別教育受講申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和8年2月25日実施分
	　　　　　　　　　　　　　　　事業場名
	　　
	　会員　・　会員外

	所　在　地
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※メールアドレスは受講票をメールで受け取り希望の場合のみ記載ください。
